
宮
中
に
お
け
る
「
左
義
長
」
考

―
―
徒
然
草
一
八
〇
段
「
さ
ぎ
ち
や
う
」
と
「
ほ
ふ
じ
や
う
じ
ゆ
」
に
つ
い
て
―
―

櫻

井

靖

久

一
、「
さ
ぎ
ち
や
う
」
に
つ
い
て

『
徒
然
草
』
の
中
で
兼
好
が
「
さ
ぎ
ち
ょ
う
の
語
源
と
そ
の
は
や
し
こ
と

ば
」
を
考
証
す
る
の
が
、
一
八
〇
段
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
章
段
は
短

い
う
え
に
説
明
不
足
で
あ
る
の
で
、
全
体
に
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
よ
く

わ
か
ら
な
い
。
三
木
紀
人
は
「
あ
ま
り
に
断
片
的
す
ぎ
て
現
代
人
の
感
興
を

呼
ば
な
い
記
事
だ
が
、
昔
の
都
人
に
と
っ
て
は
耳
を
傾
け
ら
れ
る
指
摘
だ
っ

た
は
ず
で
あ（
１
）る」
と
い
う
。「
さ
ぎ
ち
ょ
う
」
そ
の
も
の
は
、
現
代
で
も
民

間
に
行
わ
れ
て
い
る
「
ど
ん
ど
焼
き
」
の
こ
と
で
あ
る
。
行
事
そ
の
も
の
は

身
近
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
宮
中
即
ち
内
裏
で
行
わ
れ
た

中
世
、
も
し
く
は
古
代
に
起
源
を
持
つ
「
さ
ぎ
ち
ょ
う
」
は
ど
ん
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
、
考
察
を
加
え
て
み
る
。

ま
ず
、
徒
然
草
一
八
〇
段
を
、「
烏
丸
光
広
本
」
の
原
文
と
最
も
丁
寧
な

現
代
語
訳
を
付
す
松
尾
聡
の
文
で
掲
げ
る

し
や
う
ぐ
わ
つ

さ
ぎ
ち
や
う
は
、
正
月
に
打
ち
た
る
ぎ
ち
や
う
を
、
真
言
院
よ
り
、

ほ
ふ
じ
や
う
じ
ゆ

神
泉
苑
へ
出
だ
し
て
や
き
あ
ぐ
る
な
り
。「
法
成
就
の
池
に
こ
そ
」
と

は
や
す
の
は
、
神
泉
苑
の
池
を
い
ふ
な
り
。

現
代
語
訳

（
宮
中
で
行
わ
れ
る
）
さ
ぎ
ち
ょ
う
は
、（
宮
中
で
）
正
月
（
の

ぎ
ち
よ
う

遊
戯
の
お
り
）
に
打
っ
て
（
遊
ん
で
）
い
る
毬
杖
を
、（
内
裏
の
西
、

中
和
院
を
へ
だ
て
て
あ
る
）
真
言
院
（
に
あ
つ
め
て
、
そ
こ
）
か
ら
、

神
泉
苑
へ
出
し
て
焼
き
あ
げ
る
の
で
あ
る
。（
そ
の
焼
き
あ
げ
る
と
き

ほ
ふ
じ
や
う
じ
ゆ

に
、
人
々
が
）「
法
成
就
の
池
に
こ
そ
」
と
言
っ
て
は
や
す
（
が
、
そ

の
法
成
就
の
池
と
い
う
の
は
何
の
こ
と
か
現
代
の
人
は
知
ら
な
い
で
、

た
だ
は
や
し
て
い
る
け
れ
ど
）
そ
の
池
は
神
泉
苑
の
池
と
い
う
の
で
あ

（
２
）る。

さ

ぎ
ち
よ
う

「
さ
ぎ
ち
ょ
う
」
は
現
在
民
間
の
年
中
行
事
の
「
左
義
長
（
ど
ん
ど
焼

し

め

き
）」
と
し
て
、
一
月
十
五
（
十
四
）
日
の
夜
に
、
正
月
の
松
飾
り
や
注
連

な
わ縄
等
を
集
め
て
堆
く
盛
り
上
げ
て
、
燃
や
す
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

宮
中
で
は
ど
う
行
わ
れ
た
か
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
で
見
る
。

正
月
十
四
日
の
夜
か
ら
十
五
日
に
か
け
て
と
、
十
八
日
の
二
度
に
わ

た
っ
て
行
わ
れ
た
（
中
略
）
宮
中
で
は
清
涼
殿
の
東
庭
で
行
わ
れ
、
十

き
つ
し
よ

五
日
は
吉
書
の
左
義
長
と
い
い
、
青
竹
を
束
ね
て
立
て
、こ
れ
に
扇
子
・

お
ん
や
う
じ

し
や
ぐ
ま

短
冊
・
書
き
初
め
な
ど
を
添
え
、
陰
陽
師
ら
が
集
り
、
鬼
面
や
赤
熊
の
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ま
つ
ば
や
し

面
を
つ
け
、
歌
い
は
や
し
て
焼
い
た
。
十
八
日
に
は
松
囃
子
が
合
わ
せ

て
行
わ
れ
る
こ
と
が
恒
例
と
な
っ（
３
）た。

そ
れ
ぞ
れ
の
注
釈
書
に
よ
る
と
、「
さ
ぎ
ち
ょ
う
」
の
語
源
は
不
明
で
あ

る
と
す
る
。
西
尾
実
は
「
左
義
長
・
三
毬
杖
・
三
及
打
な
ど
と
も
漢
字
を
宛

て
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
意
味
は
未（
４
）詳」、
松
尾
聡
は
「
普
通
『
左
義
長
』

と
書
く
の
は
あ
て
字
で
、『
三
毬
杖
』
ま
た
は
『
三
毬
打
』
が
正
し
い
と
い

わ
れ
る
が
、
そ
の
『
三
』
は
何
の
意
味
で
あ
る
か
確
か
で
な（
５
）い」、
三
木
紀

人
は
「『
左
義
長
』『
三
毬
杖
』
な
ど
と
多
様
に
書
か
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
当

て
字
ら
し
く
、
意
味
は
未（
６
）詳」、
橘
純
一
は
「
普
通
に
左
義
長
と
書
く
が
、

三
毬
杖
、
三
毬
打
、
爆
竹
な
ど
と
当
て
、
火
祭
り
で
あ（
７
）る」。

一
方
に
お
い
て
、
民
俗
学
の
方
で
は
、
よ
り
具
体
的
な
形
で
解
答
し
て
い

る
。

「
サ
ギ
チ
ョ
ウ
」
と
い
う
の
も
、
毬
杖
と
い
う
祝
棒
が
、
用
い
ら
れ

な
く
な
っ
た
た
め
、
不
明
な
の
だ
が
、
本
来
は
た
だ
簡
単
に
、
三
本
の

竹
ま
た
は
木
の
棒
の
頭
部
を
、
結
ん
で
三
脚
に
し
て
、
裾
を
ひ
ろ
げ
立

さ

ぎ
ち
よ
う

て
た
の
が
三
毬
杖
で
、
関
東
地
方
で
は
、
臨
時
の
火
鈎
か
け
や
鍋
か

け
、
物
干
竿
の
脚
と
し
、
刈
稲
を
架
け
干
す
稲
架
、
ま
た
広
く
焼
畑
の

占
有
標
の
一
つ
に
も
す
れ
ば
、
新
墓
の
上
、
火
葬
跡
に
は
、
鎌
・
石
（
サ

ギ
ッ
チ
ョ
イ
シ
）
を
藁
縄
で
そ
の
頂
か
ら
吊
る
（
略
）
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
中
世
以
後
の
作
法
で
あ
り
、
三
本
丸
太
を
結
び
合
わ
せ
て
、
火

祭
り
の
小
屋
を
組
ん
だ
か
ら
の
名
で
、
山
か
ら
伐
り
出
し
た
木
で
造
っ

た
が
、
爆
音
を
き
く
目
的
で
竹
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の（
８
）だ。

こ
の
『
日
本
民
俗
語
大
辞
典
』
の
説
明
を
「
言
葉
の
変
化
」
と
い
う
視
点

で
確
認
す
る
。
手
が
か
り
と
し
て
は
『
日
本
方
言
大
辞
典
』
の
「
方
言
」
に

よ
っ
て
言
葉
の
広
が
り
を
見
る
。「
さ
ぎ
っ
ち
ょ
」
の
項
目
に
よ
る
。

は

さ

①
刈
り
取
っ
た
稲
を
架
け
る
木
。
稲
架
。《
さ
ぎ
っ
ち
ょ
ー
》
と
も
。

②
竹
ま
た
は
棒
な
ど
を
結
び
立
て
て
作
っ
た
、
自
在
か
ぎ
な
ど
を
掛
け

る
た
め
の
三
脚
。《
さ
ん
ぎ
っ
ち
ょ
》《
さ
ん
ぎ
り
ち
ょ
ー
》
③
樹
木
が

倒
れ
な
い
よ
う
に
す
る
支
え
の
木
。
④
埋
葬
前
の
墓
前
に
木
を
差
し
渡

し
、
ま
ん
中
に
小
石
を
下
げ
た
も
の
。《
さ
ぎ
ち
ょ
》《
さ
ん
ぎ
ん
ち
ょ

ー
》
⑤
葬
送
の
日
、
一
杯
飯
を
炊
く
た
め
に
組
ん
だ
三
本
の
竹
ま
た
は

木
。《
さ
ん
ぎ
》
⑥
一
月
十
五
日
に
小
豆
が
ゆ
で
木
の
実
る
こ
と
を
祈

る
こ（
９
）と。

最
後
の
⑥
は
上
元
（
一
月
十
五
日
）
の
日
の
も
う
一
つ
の
行
事
を
さ
し
て

い
る
。
基
本
的
に
①
か
ら
⑤
の
意
味
す
る
も
の
、
そ
し
て
具
体
的
構
造
は
共

通
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
宮
中
行
事
で
あ
る
「
さ
ぎ
ち
や
う
」
の
語
源
は
何
か
。
民
俗

さ
ん
ぎ

学
の
知
識
を
借
り
る
な
ら
ば
、
語
義
的
に
構
造
的
に
「
三
木
」
は
動
か
な
い

所
で
あ
る
。
即
ち
「
三
本
の
竹
ま
た
は
木
の
棒
の
頭
部
を
結
ん
で
三
脚
に
し

さ

ぎ
ち
よ
う

て
、
裾
を
広
げ
立
て
た
」
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
三
毬
杖
」
と
す
る
と
、

松
尾
聡
は
「
毬
杖
を
三
つ
立
て
て
作
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
想
像
説
に

す
ぎ
な（

１０
）い」
と
一
蹴
す
る
。
確
か
に
「
ぎ
ち
ょ
う
」
を
そ
の
ま
ま
「
毬
杖
」

と
当
て
る
の
は
問
題
が
あ
る
。
語
源
か
ら
考
え
れ
ば
、「
さ
（
ン
）
ー
ぎ
ち

や
う
」
で
は
な
く
「「
さ
（
ン
）
ぎ
ー
ち
や
う
」
で
あ
る
。そ
れ
な
ら
ば
「
ち

ち
や
う

や
う
」
と
は
何
か
。
私
は
そ
れ
を
「
挺
」
と
い
う
接
尾
語
の
助
数
詞
と
考
え

ち
や
う

や
ぐ
ら

る
。「
挺
」
は
「
墨
・
櫓
・
銃
・
ろ
う
そ
く
な
ど
、
細
長
い
も
の
を
か
ぞ
え

プ
ラ
ス

る
こ
と
ば
『
三
省
堂
国
語
辞
典
』」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
三
木
」
＋
「
挺
」

と
熟
語
化
す
る
に
あ
た
り
、
促
音
化
す
れ
ば
「
さ
ん
ぎ
っ
ち
ょ
」
と
な
り
、

撥
音
化
す
れ
ば
「
さ
ん
ぎ
ん
ち
ょ
ー
」
と
な
り
、
言
い
や
す
く
丁
寧
化
す
れ

ば
「
さ
ん
ぎ
り
ち
ょ
ー
」
と
な
る
。
更
に
縮
約
化
さ
れ
る
と
「
さ
ぎ
ち
ょ
」
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「
さ
ぎ
ち
ょ
う
」「
さ
ぎ
っ
ち
ょ
ー
」
と
変
化
す
る
。
私
は
「
さ
ぎ
ち
ょ
う
」

の
語
義
と
変
化
を
こ
う
考
え
る
。漢
字
で
は
「
三
木
挺
」
が
「
三
毬
杖
」「
左

義
長
」
と
書
か
れ
、
竹
が
使
用
さ
れ
る
に
な
っ
て
「
爆
竹
」
と
も
書
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

更
に
、「
さ
ぎ
ち
ょ
う
」
に
は
、
も
う
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
今
ま
で
述

べ
た
の
は
「
下
部
構
造
」
で
あ
る
。「
そ
の
一
本
が
、
中
空
に
長
く
つ
き
抜

よ
り
し
ろ

け
出
て
い
て
、
歳
神
の
昇
降
用
（
憑
代
）（

１１
）と」
す
る
「
上
部
構
造
」
を
持
つ

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
在
の
「
左
義
長
」
の
現
物
に
接
す
る
か
、
写
真
で
見

れ
ば
納
得
す
る
。

し
か
し
、
近
世
以
前
、
あ
る
い
は
内
裏
に
お
い
て
は
、
こ
の
「（
神
の
憑

代
と
な
る
）
上
部
」
が
特
化
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
図
が
あ

る
。
安
良
岡
が
引
用
す
る
『
京
洛
月
次
風
俗
扇
流
図
屏（

１２
）風』
に
描
か
れ
て
い

る
「
左
義
長
」
に
そ
れ
は
見
え
る
。
中
央
に
描
か
れ
る
陰
陽
師
達
に
よ
っ
て

囲
ま
れ
た
左
義
長
は
、
下
部
構
造
の
三
本
竹
が
見
え
る
。
特
徴
的
な
の
は
そ

の
上
部
で
あ
る
。
例
え
て
い
え
ば
、
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
の
樅
の
木
に
、
五

重
塔
の
上
の
「
九
輪
と
水
煙
の
筒
」
を
冠
せ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
れ
が
た
ま
た
ま
で
な
い
の
は
、
同
図
の
左
上
に
置
か
れ
た
九
つ
の
中
小
の

左
義
長
が
全
て
同
じ
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
わ
か
る
。小
は
高
さ
の
１／２
、

中
は
高
さ
の
１／３
の
筒
の
頭
部
が
冠
せ
て
あ
る
。

ま
た
、
現
在
で
も
建
築
学
の
用
語
で
「
左
義
長（

１３
）柱」
と
い
う
言
葉
が
使
わ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
五
重
塔
な
ど
の
塔
上
部
の
相
輪
（
水
煙
・
九
輪
等
）
の

基
部
で
あ
る
露
盤
を
支
え
る
所
の
内
部
の
四
本
の
柱
の
こ
と
を
い
う
の
だ

が
、
神
の
憑
代
で
あ
る
上
部
を
筒
の
よ
う
に
持
つ
引
用
の
図
の
左
義
長
と
、

左
義
長
柱
は
奇
妙
に
暗
合
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
因
み
に
「
左
義
長
柱
」
は

「
爆
竹（

１４
）柱」
と
も
い
う
。

神
奈
川
県
大
磯
町
で
左
義
長
は
、
国
指
定
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
お
り
、毎
年
九
基
の
左
義
長
が
作
ら
れ
、そ
れ
ぞ
れ
九
ヶ
所
の
「
さ

い
と
（
道
祖
神
）」
を
代
表
す
る
。
そ
の
左
義
長
は
「
さ
い
と
の（

１５
）塔」
と
呼

ば
れ
る
。
頭
頂
部
が
神
の
憑
代
と
な
る
の
で
、「
塔
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
現
代
の
左
義
長
は
、
下
部
に
あ
た
る
三
本
組
み
の
構
造
は
崩
れ
て

お
り
、
た
だ
堆
く
正
月
用
品
を
積
み
あ
げ
、
綱
な
ど
で
巻
き
、
塔
の
よ
う
に

盛
り
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
一
番
上
に
竹
や
木
あ
る
い
は
縄
状
の

も
の
が
一
本
天
空
さ
し
て
突
き
あ
げ
て
い
る
。
即
ち
、
神
が
降
臨
す
る
憑
代

は
欠
け
て
い
な
い
。

現
在
の
左
義
長
の
祭
は
、
書
き
初
め
等
が
高
く
舞
い
あ
が
る
と
よ
い
こ
と

が
あ
り
、
そ
の
爆
竹
音
が
大
き
く
、
明
る
く
燃
え
る
年
ほ
ど
、
よ
い
年
に
な

る
と
い（

１６
）う。

そ
れ
で
は
、
宮
中
の
左
義
長
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
か
を
見
る
。
正
月

十
五
（
十
四
日
夜
）
日
、場
所
は
清
涼
殿
の
東
庭
に
左
義
長
は
設
置
さ
れ
る
。

ご
き
つ
し
よ

ま
ず
内
侍
が
御
剣
を
持
ち
御
座
に
先
に
行
く
。
そ
し
て
御
吉
書
（
天
皇
の

書
き
初
め
）
を
硯
の
蓋
に
据
え
て
持
つ
内
侍
は
天
皇
の
後
に
従
う
。
天
皇
が

座
に
お
着
き
に
な
る
。
先
の
内
侍
は
御
座
に
剣
を
置
く
。
後
の
内
侍
は
御
吉

書
を
簾
の
下
か
ら
差
し
出
す
。
そ
れ
を
蔵
人
が
受
け
取
り
、
修
理
職
の
も
の

に
渡
す
。
修
理
職
は
受
け
取
り
、
左
義
長
に
御
吉
書
を
入
れ
て
戻
る
。
蔵
人

は
御
前
の
燭
台
の
ろ
う
そ
く
を
取
り
、
修
理
職
に
与
え
る
。
修
理
職
は
左
義

長
に
火
を
つ
け
て
、
ろ
う
そ
く
を
蔵
人
に
返
す
。
蔵
人
は
燭
台
に
戻
す
。
左

義
長
が
燃
え
上
が
れ
ば
、
牛
飼
仕
丁
等
は
声
を
あ
げ
て
囃
す
。
果
て
て
終
わ

れ
ば
、
左
義
長
の
燃
え
残
り
の
竹
二
本
を
硯
の
蓋
に
据
え
て
差
し
出
す
。
蔵

人
が
こ
れ
を
受
け
て
、
簾
の
下
に
差
し
出
す
。
内
侍
が
こ
れ
を
受
け
取
り
、

天
皇
の
御
前
に
置
く
。
そ
し
て
左
義
長
は
終
わ
り
還
御
さ
れ（

１７
）る。
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ま
た
こ
の
時
に
は
、
清
涼
殿
の
南
に
あ
た
る
「
長
橋
廊
下
に
て
公
卿
殿
上

人
列（

１８
）座」
と
も
あ
る
。

更
に
、
左
義
長
を
焼
き
上
げ
る
時
は
陰
陽
師
が
何
人
か
で
囃
す
の
で
あ
る

が
、
陰
陽
師
は
「
烏
帽
子
素
袍
ヲ
著
シ
、
扇
ヲ
持
チ
」「
又
陰
陽
師
両
人
麻

上
下
ヲ
著
シ
」「（
陰
陽
師
同
士
）
立
向
囃
レ

之
」「
次
ニ
鬼
面
ヲ
掛
タ
ル
童
子

一
人
（
中
略
）
舞
曲
ヲ
ナ
ス
」、「
次
ニ
面
ヲ
懸
赤
キ
頭
ヲ
被
リ
タ
ル
童
子
二

人
、
太
鼓
ヲ
持
テ
舞
曲
ス
」、「
次
金
烏
帽
子
二
人
大
口
ヲ
著
シ
、
小
キ
羯
鼓

ヲ
掛
テ
打
二

鳴
之
一

舞
曲
ヲ
ナ
ス
」「
笛
一
管
小
鼓
一
挺
半
上
下
ヲ
著
シ
タ
ル

者
打
二

鳴
之
一

舞
曲
ヲ
ナ（

１９
）ス」
と
あ
る
の
で
、
笛
太
鼓
等
で
大
分
に
ぎ
や
か

な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。「
又
焼
上
ル
左
義
長
ノ
数
ハ
十
二

三
飾（

２０
）也」
と
も
あ
る
の
で
火
祭
と
し
て
の
規
模
や
見
応
え
も
あ
っ
た
と
予
想

さ
れ
る
。
そ
し
て
「
今
日
も
雑
人
拝
見
を
入
る
ゝ（

２１
）なり
」
と
も
あ
る
の
で
、

内
裏
の
祭
で
は
あ
っ
て
も
、
見
物
人
が
居
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

宮
中
の
内
裏
で
行
わ
れ
る
「
十
五
日
の
左
義
長
」
は
別
名
「
御
吉
書
の
左

義
長
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、「
御
吉
書
」
を
作
法
に
従
っ
て
燃
や
す
儀
式
で

あ
り
、
天
皇
御
一
人
の
た
め
の
祭
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
そ
こ
で
左
義

し

め
な
わ

長
と
し
て
燃
や
さ
れ
る
も
の
に
、
正
月
飾
り
の
注
連
縄
や
門
松
類
は
と
も
か

く
、
正
月
の
行
事
に
使
用
し
た
と
は
い
え
、
毬
杖
の
杖
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い

よ
う
に
見
え
る
。

二
、「
ぎ
ち
や
う
」
に
つ
い
て

徒
然
草
本
文
の
「
ぎ
ち
や
う
」
は
、
現
在
「
ぎ
っ
ち
ょ
う
」
と
さ
れ
る
。

た
ま

だ

「
ぎ
っ
ち
ょ
う
」
は
毬
を
打
つ
用
具
の
名
称
で
、
そ
れ
か
ら
転
じ
て
「
打

き
ゆ
う
毬
」
の
こ
と
を
意
味
す
る
。「
打
毬
」
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
「
ポ
ロ

ぎ
つ
ち
よ
う

に
似
た
騎
馬
競
技
で
、
そ
の
道
具
に
ち
な
ん
で
毬
杖
と
も
い
う
」
と
あ
る

だ
き
ゆ
う
づ
え

が
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
「
打
毬
杖
」
に
は
「
騎
馬
に
よ
る
打
毬
の
と

ま
り

さ

で

き
毬
を
す
く
い
と
る
の
に
用
い
る
叉
手
網
の
よ
う
な
長
い
棒
。
徒
歩
に
よ
る

ぎ
つ
ち
よ
う

打
毬
の
と
き
は
先
端
を
曲
げ
た
棒
を
用
い
、
毬
杖
と
い
う
」
と
あ
る
。

騎
馬
打
毬
の
様
子
は
『
宇
津
保
物
語
』
の
「
祭
の
使
」
に
描
か
れ
る
。

ひ
き
ゆ
み

引
用
者
注

騎
射
果
て
て
、
舎
人
ど
も
駒
形
ワ
き
て
（
舞
い
て
）、
舞
ひ
遊
ぶ
。
あ

た
ま

る
じ
の
お
と
ど
、大
い
な
る
毬
を
舎
人
ど
も
の
中
に
投
げ
出
だ
し
給
ふ
。

き
ゆ
う

ぢ
や
う

舎
人
ど
も
毬
（
杖
）
を
持
ち
て
遊
び
て
打
ち
、
勝
ち
て
は
舞
ひ
遊（

２２
）ぶ。

か
せ
ん

一
方
で
「
徒
歩
打
毬
」
の
様
子
は
、
正
倉
院
宝
物
「
花
氈
（
文
様
入
り
毛

氈
）」
に
「
打
球
（
ク
リ
ケ
ッ
ト
に
似
た
競
技
）」
の
姿
を
織
り
込
ん
で
い

（
２３
）る。
子
供
が
競
技
す
る
様
子
と
し
て
は
、『
年
中
行
事
絵
巻
』
に
、
十
数
人ぎつ

の
児
童
が
、
門
松
の
立
っ
た
屋
敷
の
前
で
、
ユ
ズ
リ
葉
を
身
に
ま
と
い
、
毬

ち
よ
う
杖
を
ふ
り
回
し
て
い
る
図
が
描
か
れ
て
い（

２４
）る。

し
か
し
、
打
毬
の
競
技
は
元
々
貴
族
の
遊
び
で
あ
り
、
春
（
正
月
）
の
行

事
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
万
葉
集
』
巻
六
・
九
四
九
の
左
注

に
、

神
亀
四
（
七
二
七
）
年
正
月
、
数
王
子
及
び
諸
臣
子
等
、
春
日
野
に
集

だ
き
ゆ
う

ひ
て
、
打
球
の
楽
を
作
し（

２５
）き、

と
あ
る
。

更
に
『
類
聚
国
史
』
に
は
、
弘
仁
三
（
八
一
二
）
年
一
月
に
渤
海
国
使
の

打
毬
に
「
か
け
」
と
し
て
綿
二
百
屯
を
賜
わ
っ
た
こ
と
が
見
え
る
よ
う
に
、

唐
の
こ
ろ
に
行
わ
れ
た
国
際
的
な
競
技
で
あ
り
、
皇
族
・
貴
族
等
の
関
心
が

非
常
に
高
か
っ
た
こ
と
が
わ
か（

２６
）る。

子
ど
も
の
遊
び
と
し
て
の
「
毬
杖
」
は
、『
枕
草
子
』
の
百
三
十
七
段
に
、
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毬
杖
を
作
る
た
め
に
桃
の
木
の
枝
を
奪
い
あ
う
姿
が
描
か
れ
る
。

い
と
ほ
そ
や
か
な
る
童
の
狩
衣
は
か
け
破
り
な
ど
し
て
、
髪
う
る
は
し

引
用
者
注

き
が
、（
桃
の
木
に
）
登
り
た
れ
ば
、
ひ
き
は
こ
へ
た
る
男
児
、
ま
た

小
脛
に
て
半
靴
は
き
た
る
な
ど
、
木
の
も
と
に
立
ち
て
、「
わ
れ
に
毬

杖
切
り
て
」
な
ど
、
乞
う
に
、
ま
た
、
髪
を
か
し
げ
な
る
童
の
、
�
な

ど
綻
び
が
ち
に
て
、
袴
萎
え
た
れ
ど
、
よ
き
袿
着
た
る
、
三
四
人
来
て
、

「
卯
槌
の
木
の
よ
か
ら
む
切
り
て
下
ろ
せ
。
御
前
に
も
召
す
」
な
ど
い

ひ
て
、
下
ろ
し
た
れ
ば
、
奪
ひ
し
ら
が
ひ
取
り
て
、
さ
し
仰
ぎ
て
「
わ

れ
に
多
く
」
な
ど
い
ひ
た
る
こ
そ
を
か
し
け（

２７
）れ。

こ
の
文
章
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、子
ど
も
の
遊
び
と
し
て
の
「
毬
杖
」

と
「
玉
」
は
子
ど
も
の
自
作
で
あ
り
、
大
人
が
手
伝
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
し

て
も
素
人
製
作
で
あ
る
の
で
、
正
月
の
季
節
の
も
の
と
し
て
作
ら
れ
、
遊
び

の
時
期
が
終
わ
れ
ば
、
諸
家
の
左
義
長
に
お
い
て
他
の
正
月
用
品
と
と
も
に

焼
き
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
貴
族
の
競
技
の
も
の
と
し
て
の
毬
杖
、
例
え
ば
渤
海
国
使
と
競

技
し
た
時
の
毬
杖
な
ど
焼
く
だ
ろ
う
か
。
更
に
『
平
家
物
語

巻
十
二

六

ぎ
つ
ち
や
う
か
ん
じ
や

代
被
斬
』
に
文
覺
か
ら
「
乃
丁
冠
者
」
と
呼
ば
れ
る
後
鳥
羽
天
皇
の
「
毬

杖
」
を
節
会
の
料
に
燃
や
す
か
は
、
疑
問
で
あ
る
。
私
は
そ
う
い
う
こ
と
は

し
な
い
と
考
え
る
。
現
代
の
例
で
い
え
ば
、
野
球
の
バ
ッ
ト
と
ボ
ー
ル
で
あ

る
。
ボ
ー
ル
は
消
耗
品
で
あ
り
、
バ
ッ
ト
は
耐
久
品
で
あ
る
。
現
代
の
感
覚

で
い
え
ば
、
ボ
ー
ル
を
焼
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
バ
ッ
ト
は
焼
か
な
い
と
考
え

る
。現

代
の
註
釈
で
は
、
こ
の
「
ぎ
ち
や
う
」
の
註
釈
に
つ
い
て
は
、
本
文
の

流
れ
に
関
係
な
く
「
毬
杖
の
杖
」
の
説
明
を
す
る
か
、
全
て
「
毬
杖
の
杖
を

焼
く
こ
と
」
に
関
係
さ
せ
て
い
る
。
橘
純
一
の
注
釈
の
み
が
「
諸
説
あ
る
が

不
明
。
愚
案
で
は
吉
書
の
訛
か
。
こ
こ
で
は
焼
き
あ
げ
る
材
料
の
竹
な（

２８
）ど」

と
す
る
。

ま
た
松
尾
聡
は
、
橘
説
を
疑
問
な
が
ら
引
用
す
る
。

引
用
者
注

そ
れ
（
ぎ
ち
や
う
）
と
真
言
院
と
の
関
係
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
単
に

集
め
る
の
に
便
利
な
場
所
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
以
外
に
何
か
あ
る
の

だ
と
す
る
と
、
は
た
し
て
「
ぎ
ち
や
う
」
は
毬
杖
な
り
や
否
や
と
疑
わ

し
く
な
る
。
さ
れ
ば
、
橘
氏
は
「
正
月
に
打
ち
た
る
」
の
「
打
つ
」
を

「
額
打
つ
」
の
打
つ
と
同
義
と
見
る
と
さ
れ
て
、
正
月
に
家
々
の
門
に

打
ち
た
て
た
「
松
や
竹
（
中
略
）
の
類
」
を
「
ぎ
ち
や
う
」
と
い
う
の

だ
と
説
い
て
い（

２９
）る。

橘
の
説
明
は
、『
禁
中
恒
例
年
中
行
事
』
の
「
三
毬
打
は
竹
と
藁
に
て
作

り
、
紙
を
志
め
に
附
た
る
も
の（

３０
）也」
の
説
明
と
合
致
す
る
。

現
代
の
「
ぎ
ち
や
う
」
の
注
は
、
北
村
季
吟
の
『
徒
然
草
文
段
抄
』
の
影

響
に
よ
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

三
毬
打
と
書
く
心
は
、
む
か
し
は
毬
打
三
つ
た
て
て
作
れ
り
。
い
ま
の

爆
竹
の
竹
、
三
本
を
足
に
用
ゐ
る
も
其
の
形
と
か
や
。
三
毬
打
も
亦
同

じ
心（

３１
）也。

「
ぎ
つ
ち
や
う
」
は
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
に
は
「
も
と
は
杖
の
名
称
で

あ
っ
た
ら
し
い
が
、
次
第
に
遊
戯
そ
の
も
の
を
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
」
と

あ
る
。

そ
の
用
例
を
検
討
す
る
と
、『
平
家
物
語

巻
第
五

奈
良
炎
上
』
に
は
、

ぎ
つ
ち
や
う

へ
い
し
や
う
こ
く

又
南
都
に
は
大
な
球
丁
の
玉
を
つ
く
ッ
て
、
こ
れ
は
平
相
国
の
か
う

べ
と
な
づ
け
て
、「
う
て
、
ふ
め
」
な
ン
ど
ぞ（

３２
）申け
る
。

ま
た
、『
義
経
記

第
一
』
に
は
、

大
木
の
二
本
あ
り
け
る
を
、
一
本
を
清
盛
と
名
づ
け
、
一
本
を
ば
重
盛
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と
名
づ
け
、
太
刀
を
抜
い
て
散
々
に
斬
り
、
ふ
と
こ
ろ
よ
り
、
毬
打
の

玉
の
様
な
る
物
を
二
つ
と
り
出
し
、
木
の
枝
に
か
け
て
、
一
つ
を
ば
清

盛
が
首
、
一
つ
は
重
盛
が
首
と
て
懸
け
ら
れ
け（

３３
）り。

こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、「
毬
杖
の
杖
」
と
い
う
よ
り
も
、「
毬
杖
の

玉
」
と
い
う
方
が
、
節
会
の
焼
き
あ
げ
る
も
の
と
し
て
、
よ
り
一
般
的
に
思

わ
れ
、
よ
り
適
っ
た
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
な
る
と
、
近
世
の
注
釈
『
徒
然
草
大
全
（
高
田
宗
賢
）』
が
注
目
さ

れ
る
。真

言
院
の
堂
前
で
こ
れ
（
打
毬
）
を
行
い
、
こ
の
玉
を
、
正
月
十
五
日

ま
で
用
い
た
し
め
縄
、
松
竹
を
集
め
、
竹
を
三
本
た
て
、
た
て
ぼ
そ
に

も�

と�

を
ひ
ろ
く
し
、
藁
を
編
み
か
け
て
焼
く
。（
略
）
大
全
の
口
伝
で

は
、
真
言
院
の
堂
前
で
打
っ
た
玉
を
焼
き
、
そ
れ
を
神
泉
苑
の
水
で
消

し
た
も
の
ら
し
い
と
い（

３４
）う。

以
上
を
考
え
る
と
、
こ
の
章
段
に
お
け
る
「
ぎ
ち
や
う
」
は
、「（
毬
杖
）

の
玉
を
燃
や
す
」
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
玉
」
と
考
え
た
方
が
節
会
の
焼
き

あ
げ
も
の
、
即
ち
扇
子
・
松
飾
り
・
し
め
縄
及
び
書
き
初
め
等
の
内
容
に
見

合
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
左
義
長
の
柱
及
び
そ
の
飾
り
を
燃
や
す
火
祭
に
対
し
て
、
こ
こ
で

「
法
成
就
の
池
」
が
、
そ
の
場
所
を
表
わ
す
だ
け
で
な
く
、（
神
泉
苑
の
）

池
か
ら
引
く
水
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
注
意
し
た
い
。

三
、「
法
成
就
の
池
」
に
つ
い
て

「
真
言
院
よ
り
、神
泉
苑
へ
出
だ
し
て
、焼
き
あ
ぐ
る
な
り
」
と
あ
る
「
真

言
院
」
は
、
田
辺
爵
に
よ
れ
ば

安
元
三
年
（
一
一
七
七
）
四
月
焼
亡
し
、
永
喜
四
年
（
一
四
三
三
）
六

月
ま
で
再
興
さ
れ
な
か
っ
た
（
佐
野
・
松
尾
）
と
も
、
山
槐
記
治
承
二

年
（
一
一
七
八
）
正
月
十
四
、「
真
言
院
未
二

製
畢
一

」
と
あ
り
、
建
保

三
年
（
一
二
一
五
）
御
修
法
の
伴
僧
を
勤
め
た
深
賢
私
記
に
「
道
場
之

シ

ギ

修
理
遅
々
之
間
雨
露
難
レ

凌
」
な
ど
と
も
あ
る
か
ら
存
在
し
た
で
あ
ろ

う
（
橘
通
釈
）
と
も
い
わ
れ（

３５
）る。

あ
る
い
は
、
安
良
岡
康
作
は
推
測
す
る
。

当
時
の
大
内
裏
が
す
で
に
荒
廃
し
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
の

「
さ
ぎ
ち
や
う
」
を
焼
く
行
事
は
、
朝
廷
内
の
こ
と
と
い
う
よ
り
は
、

京
都
市
民
の
そ
れ
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
真

言
院
に
一
度
集
合
し
て
か
ら
近
く
の
神
泉
苑
の
広
場
に
赴
き
、
そ
れ
を

焼
き
上
げ
て
囃
し
合
っ
た
も
の
で
あ
ろ（

３６
）う。

「
真
言
院
」
の
存
在
・
非
存
在
、
更
に
は
大
内
裏
の
荒
廃
は
と
も
か
く
、

ご
し
ち
に
ち

起
源
的
に
は
宮
中
の
年
中
行
事
で
「
後
七
日
の
御
修
法
（
正
月
八
日
か
ら
七

日
間
、
玉
体
の
安
穏
、
国
家
の
隆
盛
、
万
民
の
豊
楽
、
五
穀
の
成
就
を
祈
願

し
て
、
大
内
裏
の
真
言
院
で
行
わ
れ
る
仏
事
。
前�

七
日
の
宮
中
の
節
会
に
対

し
て
、
後�

と
い（

３７
）う。）」
が
正
月
八
日
か
ら
七
日
間
、「
真
言
院
」
で
行
わ
れ

た
事
実
が
あ
り
、
真
言
院
が
焼
亡
し
て
も
、
そ
の
関
連
の
行
事
は
行
わ
れ
た

と
考
え
る
。
更
に
、
後
七
日
の
御
修
法
が
正
月
八
日
か
ら
七
日
間
行
わ
れ
た

と
い
う
の
は
、
後
七
日
の
御
修
法
に
続
く
行
事
と
し
て
の
「
さ
ぎ
ち
や
う
」

は
御
修
法
明
け
の
行
事
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

宮
中
の
行
事
は
、「
後
七
日
の
御
修
法
」
と
平
行
し
て
、
八
日
か
ら
七
日

み
さ
い
え

だ
い
げ
ん

間
に
わ
た
り
「
御
斎
会
」
と
「
大
元
帥
の
法
」
が
行
わ
れ
る
。

「
御
斎
会
」
は
、
掘
池
春
峰
に
よ
れ
ば
、

と
き

大
極
殿
に
斎
を
設
け
て
、
本
尊
・
二
菩
薩
・
四
天
王
像
を
設
置
し
、「
金
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光
明
最
勝
王
経
」
を
講
説
し
て
国
家
の
安
寧
を
祈
願
し
た
法
会
。
天
平

神
護
二
（
七
六
六
）
年
以
後
年
中
行
事
と
し
て
恒
例
化
し
「
年
中
行
事

第
一
の
大
事
」
と
い
わ
れ
た
。（
中
略
）
結
願
の
十
四
日
に
高
徳
学
僧

十
一
人
を
紫
宸
殿
に
招
い
て
さ
ら
に
論
義
を
行
わ
せ
た
が
、
こ
れ
が
恒

う
ち
ろ
ん
ぎ

例
化
し
て
い
わ
ゆ
る
内
論
義
と
称
せ
ら
れ（

３８
）た。

「
大
元
帥
の
法
」
は
、
山
中
裕
に
よ
れ
ば
、

文
徳
天
皇
の
仁
寿
一
（
八
五
一
）
年
治
部
省
に
お
い
て
行
わ
れ
、
以
後

恒
例
と
な
っ
た
。
国
家
安
穏
や
怨
敵
調
伏
す
る
威
力
の
あ
る
も
の
と
い

わ
れ
る
。
天
皇
の
御
衣
を
箱
に
入
れ
、
緋
の
綱
で
結
び
、
蔵
人
が
封
を

し
て
治
部
省
で
お
祈
り
を
し
、
結
願
の
日
に
も
と
へ
返
上
す
る
。
秘
法

の
た
め
、
朝
廷
の
み
で
行
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
藤
原
伊
周
が
ひ
そ
か

に
行
い
、
そ
の
結
果
、
大
牢
権
帥
と
な
り
、
配
流
さ
れ
た
こ
と
は
長
徳

の
変
と
し
て
有
名
で
あ（

３９
）る。

宮
中
の
内
裏
に
お
い
て
、
正
月
八
日
か
ら
七
日
間
の
間
、
天
皇
の
身
体
安

穏
と
国
家
の
安
泰
・
繁
栄
を
祈
っ
て
三
つ
の
行
事
が
行
わ
れ
る
。
三
つ
の
行

事
は
い
ず
れ
も
重
要
な
国
家
的
行
事
で
、
長
期
に
渡
る
。
そ
し
て
、
そ
の
三

つ
の
行
事
が
あ
け
た
日
が
「
左
義
長
」
と
な
る
。

徒
然
草
本
文
の
「
法
成
就
の
池
に
こ
そ
と
囃
す
の
は
、
神
泉
苑
の
池
を
い

ふ
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
西
尾
実
の
説
明
に

ノ

『
太
平
記
』
巻
十
二
、「
神
泉
苑
事
」
の
中
に
、
弘
法
大
師
が
守
敏
僧

都
と
争
っ
て
、
隆
雨
に
成
功
し
た
時
の
こ
と
を
叙
し
た
所
に
、「
法
成

就
の
後
」
と
あ
る
よ
う
に
、
修
法
が
成
功
し
た
こ
と
に
よ
り
、
弘
法
の

は
や
し
こ
と
ば

徳
を
ほ
め
讃
え
た
囃
詞
と
思
わ
れ（

４０
）る

と
し
て
、
諸
注
多
少
の
疑
い
を
は
さ
む
も
、
ほ
ぼ
こ
の
説
に
従
う
。

松
尾
聡
は
、
同
様
の
説
を
引
き
な
が
ら
、
参
考
と
し
て
「（
こ
の
章
段
は
）

さ
ぎ
ち
ょ
う
の
起
源
と
、
そ
の
折
の
は
や
し
こ
と
ば
の
い
わ
れ
に
つ
い
て
の

説
で
あ
る
が
、
そ
の
当
否
に
つ
い
て
は
確
か
め
得
な（

４１
）い」
と
す
る
。

三
木
紀
人
は
、
次
の
よ
う
に
紹
介
す
る
。

あ
い
の
う
し
よ
う

室
町
時
代
の
『
�
嚢
抄
』
に
は
こ
の
段
が
引
用
さ
れ
、「
此
の
説
、
更

に
心
得
ら
れ
ず
侍
り
」
と
あ
や
し
ま
れ
て
い（

４２
）る。

田
辺
爵
は
、「
法
成
就
の
池
に
こ
そ

こ
の
は
や
し
こ
と
ば
の
全
貌
は
不

（
４３
）明」
と
す
る
。

し
か
し
、
歴
史
的
に
言
え
ば
、
弘
法
大
師
の
神
泉
苑
に
お
け
る
祈
雨
は
伝

説
に
過
ぎ
な
い
。

貞
観
八
年
五
月
、
天
合
座
主
安
恵
に
よ
る
七
日
間
の
請
雨
経
法
で
の
祈

雨
（
天
台
座
主
記
）
が
あ
っ
て
か
ら
は
、
神
泉
苑
は
も
っ
ぱ
ら
祈
雨
修

法
の
場
と
な
り
、
と
り
わ
け
貞
観
一
七
年
六
月
の
真
雅
を
中
心
と
す
る

請
雨
経
法
（
三
代
実
録
）
以
後
は
、
東
密
系
の
祈
雨
霊
場
と
化
し
た
。

（
中
略
）
祖
師
空
海
が
天
長
元
年
（
八
二
四
）
に
神
泉
苑
祈
雨
を
行
っ

た
と
す
る
伝
説
も
生
じ
、
そ
れ
が
「
神
泉
苑
絵
巻
」
と
し
て
も
描
か
れ

た
。こ
の
説
を
初
め
て
載
せ
る
の
は
「
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
」（
寛

平
七
年
成
立
）
で
、
そ
の
後
の
空
海
伝
の
多
く
に
記
さ
れ（

４４
）る。

徒
然
草
の
こ
の
章
段
の
説
明
を
疑
問
と
し
、
否
定
す
る
の
は
柳
田
国
男
で

あ
る
。
そ
の
「
石
神
問
答
」
に
い
う
。いか

が

『
徒
然
草
』
の
毬
杖
の
説
既
に
如
何
は
し
く
候
（
中
略
）
サ
ギ
チ
ョ
ウ

じ
ゆ
も
ん

と
申
す
語
は
何
か
呪
文
又
は
噺
詞
の
一
句
に
て
は
之
れ
無
き
や
（
中

略
）
又
ホ
チ
ョ
ウ
ジ
と
申
す
こ
と
例
の
『
徒
然
草
』
に
法
成
就
の
池
に

こ
そ
と
は
や
す
と
之
れ
有
り
候
「
法
成
就
」
に
同
じ
と
は
推
察
致
し
候

へ
ど
も
此
の
文
字
も
附
会
か
も
知
れ
ず
候
小
生
も
ま
け
ぬ
気
に
一
臆
説

を
提
出
致
し
候
庚
申
の
夜
の
頌
文
に
彭
侯
子
彭�

常�

子�

命
児
子
悉
入
幽
冥
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し
ゆ
う
か
い
し
よ
う

じ
ん
て
ん
あ
い
の
う
し
よ
う

之
中
去
難
我
見
と
唱
へ
候
こ
と
『
拾
芥
抄
』
上
、『
塵
添
�
嚢
抄
』

さ
ん
し
ち
ゆ
う

巻
十
等
に
見
え
候
右
の
三
子
は
即
ち
三
尸
虫
の
名
に
て
候
べ
し
人
類

に
迷
惑
を
掛
く
る
こ
と
此
の
三
神
の
如
き
は
少
な
く
候
左
義
長
の
囃
詞

ほ
う
じ
よ
う

前
後
の
つ
ゞ
き
不
明
故
如
何
と
も
申
し
兼
ね
候
へ
ど
も
或
は
右
彭
常

し子
に
立
ち
去
れ
云
ふ
の
に
て
は
之
れ
無
き
や
庚
申
を
道
祖
神
と
申
す
も

久
し
き
こ
と
に
候
へ
ば
か
た
か
た
由
な
き
に
非
ず（

４５
）候

私
が
思
う
に
は
、
本
文
の
「
法
成
就
の
池
」
は
後
の
伝
説
に
よ
る
こ
じ
つ

け
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
た
、
柳
田
国
男
の
「
彭
常
子
」
は
穿
ち
過
ぎ

る
と
思
う
。
神
泉
苑
の
池
の
現
在
の
呼
び
名
は
、
空
海
伝
説
に
因
ん
だ
「
法

ほ
う
じ
よ
う
い
け

成
就
の
池
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
並
ん
で
呼
ば
れ
る
の
が
「
放
生
池（

４６
）」で

ほ
う
じ
よ
う

あ
る
。
私
は
む
し
ろ
単
純
に
「
放
生
の
池
」
が
「
放
生
じ
ゅ
の
池
」
に
な
っ

た
と
考
え
る
。

徒
然
草
の
こ
の
場
面
は
、「
法
成
就
」
で
弘
法
大
師
の
徳
を
讃
え
る
場
面

で
は
な
い
し
、「
祈
雨
」
の
場
面
で
も
な
い
。「
天
皇
の
身
体
安
穏
と
国
家
の

安
泰
・
繁
栄
」
に
関
わ
る
筈
の
も
の
で
あ
る
。

「
放
生
」
の
説
明
を
『
古
事
類
苑
』
で
引
く
と
、

放
生
は
魚
鳥
を
放
ち
、
其
生
命
を
救
ふ
も
の
に
て
、
敏
達
天
皇
の
世
に

始
て
見
え
た
り
、
六
斎
日
又
は
法
会
、
忌
日
、
葬
式
等
に
之
を
行
ふ
こ

と
最
も
多
し
、
而
し
て
放
生
は
啻
に
朝
廷
の
之
を
行
ふ
の
み
に
あ
ら
ず

て
、
大
臣
将
軍
等
権
貴
の
も
の
、
時
に
之
を
行
ひ
、
庶
人
に
在
り
て
も
、

事
に
触
れ
て
放
生
せ
し
こ
と
あ
り
き
殺
生
禁
断
も
其
目
的
は
全
く
放
生

と
同
じ
く
し
て
、
亦
大
抵
六
斎
目
、
法
会
、
忌
日
等
に
行
ふ
も
の
な（

４７
）り、

と
説
明
す
る
。

神
社
の
放
生
会
の
初
め
は
、
八
幡
神
の
起
こ
り
で
あ
る
。
宇
佐
八
幡
宮
で

隼
人
征
伐
に
多
く
の
殺
生
を
お
こ
な
っ
た
の
で
、
大
神
の
託
宣
に
よ
り
養
老

四
（
七
二
〇
）
年
に
始
め
た
と
い
い
、
石
清
水
八
幡
宮
の
放
生
会
は
宇
佐
か

ら
伝
え
た
も
の
で
あ
り
、
鎌
倉
の
鶴
岡
八
幡
宮
も
文
治
三
（
一
一
八
七
）
年

か
ら
行
わ
れ
、
後
に
八
月
十
五
日
の
放
生
会
は
八
幡
宮
の
大
祭
と
な
っ
た
。

そ
し
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
八
幡
宮
は
と
も
に
境
内
に
「
放
生
の
池
」
を

持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
神
泉
苑
」
を
放
生
の
地
に
し
た
の
は
、
宇
多
天
皇
の
た
め
に
菅
原
道
真

が
作
製
し
た
願
文
に
よ
る
。
川
口
久
雄
に
よ
れ
ば
、

「
奉
レ

勅
放
二

却
鹿
鳥
一

願
」
寛
文
四
（
八
九
二
）
年
五
月
十
六
日

神
泉
苑
昔
累
代
近
遊
地
也
（
以
下
略
）

宇
多
天
皇
が
神
泉
苑
の
鹿
を
比
叡
の
山
に
放
ち
や
る
と
き
、
延
暦
寺
に

調
布
を
寄
進
す
る
お
り
の
願
文
。（
中
略
）
道
真
が
若
き
宇
多
天
皇
の

遊
猟
好
き
の
心
を
諌
止
す
る
意
が
こ
も
っ
て
い（

４８
）る。

「
神
泉
苑
」
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
変
遷
が
あ
っ
た
。『
京
都
市
の
地
名
』

に
よ
れ
ば
、

桓
武
帝
在
位
六
年
間
に
二
七
回
の
行
幸
を
数
え
（
略
）
続
く
平
成
天
皇

は
一
三
回
（
略
）
嵯
峨
天
皇
二
三
回
（
略
）
こ
れ
ら
行
幸
は
、
天
皇
を

中
心
と
し
た
皇
族
・
貴
族
た
ち
の
遊
宴
で
、
曲
宴
・
観
射
・
花
宴
・
琴

歌
挿
菊
・
避
暑
・
七
夕
相
撲
・
賦
な
ど
（
以
下
略
）。

神
泉
苑
は
斉
衡
年
間
（
八
五
四
―
八
五
七
）
を
境
に
、
宗
教
的
色
彩
を

帯
び
始
め
る
。（
略
）
こ
う
し
た
遊
宴
場
か
ら
宗
教
霊
場
へ
の
変
化
は

貞
観
年
間
（
八
五
九
―
八
七
七
）
に
至
っ
て
顕
著
と
な
る
。（
略
）
延

長
年
間
（
九
二
三
―
九
三
一
）
以
降
は
（
略
）
高
僧
た
ち
が
相
次
い
で

神
泉
苑
に
祈
雨
を
行
っ（

４９
）た。

以
上
の
説
明
の
如
く
、
神
泉
苑
の
歴
史
と
内
裏
の
関
係
は
「
放
生
の

地
」、
中
央
の
池
は
「
放
生
の
池
」
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
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ほ
ふ
じ
や
う
じ
ゆ

ほ
う
じ
や
う

た
だ
し
、
仮
名
遣
い
に
お
い
て
は
「
法
成
就
」
と
「
放
生
」
に
な
っ
て

ほ
ふ
じ
や
う
じ
ゆ

ほ
う

じ
や
う

お
り
、「
法
成
就
」
と
「
放
（
生
）」
の
違
い
が
で
て
く
る
。『
日
葡
辞
書
』

ハ
ウ
ジ
ヤ
ウ
エ

⊂
⊂

ほ
ふ

で
は
「
放
生
会
」
が
「Fojoye

（
５０
）」と
発
音
を
記
す
。
一
方
、「
法
」
に
つ
い

⊂

て
は
「
ハ
ウFo

」
と
「
ホ
ウFô

」
の
二
種
類
の
発
音
が
あ
る
こ
と
を
記

す
。

宗
教
上
の
き
ま
り
を
意
味
す
る
時
は
合
音
形Fô

（
中
略
）
宗
教
以
外

⊂

の
面
で
の
き
ま
り
を
意
味
す
る
時
は
閉
音
形
のFo

と
い
う
区
別
が
当

時
あ
っ（

５１
）た。

こ
こ
の
場
面
は
は
や
し
詞
の
一
節
と
な
っ
て
お
り
、
リ
ズ
ム
が
加
わ
り
イ

ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
変
化
す
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
厳
密
に
比
べ
る
こ
と
は

ほ
う
じ
や
う

⊂

意
味
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、「
放
生
」
はFo

の
音
で
あ

ほ
ふ

⊂

り
、「
法
」
に
もFo

の
音
が
あ
る
の
で
、
発
音
と
し
て
は
重
な
る
も
の
が

あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
押
さ
え
て
お
く
。

そ
れ
で
は
次
に
、「
放
生
の
池
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
放
生
じ�

ゅ�

の

池
」
の
「
じ
ゅ
」
あ
る
い
は
「
し
ゅ
」
と
は
何
か
と
な
る
。

こ
れ
は
『
日
本
霊
異
記

中
巻

第
五
』
の
題
中
の
語
句
に
「
修
二

放
生

善
一

（
放
生
の
善
を
修
し
）」
と
あ
り
、
本
文
中
に
「
修
二

放
生
業
一

（
放
生

ほ
う
じ
や
う
し
ゆ

業
を
修
し
）」
と
あ
る
よ
う
に
「
放
生
修
」
が
考
え
ら
れ
る
。
他
に
は
、『
扶

桑
略
記
』
に
「
宣
レ

修
二

放
生
一

」、『
八
幡
宇
佐
宮
御
託
宣
集
』
に
も
「
被
レ

修
二

放
生
会
一 （

５２
）」と
あ
る
。「
神
泉
苑
」
の
説
明
に
も
「
御
霊
会
を
修
し
た
り

す
る
宗
教
的
行
事
の
場
と
し
て
の
色
彩
を
強
め
る
よ
う
に
な
っ（

５３
）た」
と
も
あ

る
。
そ
れ
故
に
、
こ
こ
は
「
放
生
を
修
す
る
池
（
場
所
）」
の
意
で
と
ら
え

る
。
更
に
同
様
の
意
味
で
、
言
葉
が
訛
る
可
能
性
も
入
れ
て
「
放
生（

５４
）所」
も

候
補
と
す
る
。

さ
て
、
本
文
の
「
真
言
院
よ
り
、
神
泉
苑
へ
出
だ
し
て
や
き
あ
ぐ
る
な
り
」

で
あ
る
が
、
こ
の
本
文
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
内
裏
で
左
義
長
を
設

置
し
て
燃
や
す
場
所
は
決
ま
っ
て
い
る
。
安
良
岡
の
「
朝
廷
内
の
こ
と
と
い

う
よ
り
は
、
京
都
市
民
の
そ
れ
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い（

５５
）か」
と
い

や
ま
し
な

う
説
を
紹
介
し
た
。
し
か
し
、
左
義
長
に
使
う
竹
は
代
々
山
科
家
が
調
製
し
、

そ
の
数
は
数
十
本
、
数
百
本
の
単
位
で
あ
る
。
京
都
市
民
の
為
に
融
通
す
る

と
は
考
え
に
く
い
。
同
様
に
、
内
裏
で
使
わ
れ
た
正
月
用
品
に
つ
い
て
も
い

え
る
。
単
な
る
物
で
は
な
く
、
内
裏
で
神
を
祭
っ
た
祭
儀
用
品
な
の
で
あ
る
。

極
端
に
言
え
ば
呪
具
と
も
い
え
る
。
そ
れ
を
市
民
に
与
え
る
と
い
う
こ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。

そ
れ
で
は
「
二
度
焼
き
」
の
言
葉
を
強
調
し
て
、「
焼
く
」
と
「
焼
き
あ

ぐ
（
げ
る
）」
の
問
題
で
あ
ろ
う
か
。
徒
然
草
で
は
、「
焼
く
」
の
例
は
六
例

で
あ
る
が
、「
焼
き
あ
ぐ
」
は
こ
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
確
か
に
内
裏
で

焼
く
左
義
長
の
焼
け
残
り
の
竹
二
本
を
、
硯
の
蓋
に
入
れ
て
天
皇
の
御
前
に

差
し
出
し
た
。
燃
や
す
左
義
長
の
数
も
、
先
に
掲
げ
た
例
で
は
「
十
二
三
」

と
あ
っ
た
。
燃
え
残
る
量
も
相
当
な
も
の
に
な
る
。

民
間
に
お
い
て
は
、
左
義
長
を
燃
や
す
場
所
が
村
外
れ
や
橋
の
袂
の
川
岸

や
海
岸
で
行
わ
れ
る
。「
焦
余
る
竹
を
厠
の
内
に
挿
ば
、
其
家
疫
な
し
と
、

又
其
灰
を
屋
敷
の
四
面
に
散
せ
ば
、
蛇
近
づ
か（

５６
）ず」
と
す
る
。

高
崎
正
秀
の
説
明
に
よ
れ
ば
、

重
要
な
の
は
、
火
の
祭
の
際
の
「
死
の
灰
」（
？
）
の
役
割
で
あ
り
ま

引
用
者
注

す
。
さ
し
畑
（
焼
畑
）
の
灰
が
肥
料
と
な
っ
て
、
新
し
い
生
命
が
勢
い

よ
く
目
覚
め
て
来
る
の
を
見
て
、
古
代
人
は
焼
か
れ
る
も
の
は
原
形
を

留
め
な
く
な
っ
て
も
、
灰
に
霊
魂
が
凝
集
し
て
、
再
起
の
機
会
を
覗
い

エ
ジ
プ
ト

て
い
る
、
と
見
た
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。
埃
及
の

フ
エ
ニ
ツ
ク
ス

不
死
鳥
は
、
五
百
年
毎
に
灰
の
中
か
ら
蘇
る
と
い
い
ま
す
が
、
穀
神
は
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一
年
毎
に
、
死
に
ま
た
復
活
す
る
神
と
信
じ
た
の
で（

５７
）す。

民
間
で
は
、
左
義
長
の
燃
え
残
り
は
全
て
川
（
海
）
に
流
し
て
し
ま
う
の

だ
が
、
内
裏
に
お
い
て
焼
け
残
り
を
ど
う
す
る
の
か
。
か
な
り
の
量
の
焼
け

焦
げ
も
し
く
は
灰
を
ゴ
ミ
と
し
て
や
た
ら
に
捨
て
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

（
御
吉
書
の
一
部
分
で
あ
る
）、
流
す
と
こ
ろ
も
な
い
。
そ
れ
で
、
焼
け
焦

げ
を
真
言
院
（
前
）
に
集
め
て
、
次
の
行
動
と
し
て
焼
け
残
り
を
神
泉
苑
に

運
ん
で
焼
き
あ
げ
る
か
水
に
流
す
か
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
一
連
の

行
事
が
、
天
皇
の
健
康
と
国
家
の
安
泰
と
い
う
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
祈
雨

の
儀
式
で
は
な
く
「
放
生
」
に
か
か
わ
る
「
水
祭
り
」
な
の
で
は
な
い
か
、

と
私
は
考
え
る
。

民
間
に
お
い
て
、
焼
け
残
り
の
灰
と
水
に
関
し
て
、
高
崎
正
秀
は

羽
後
の
由
利
郡
の
海
岸
部
で
は
、
し
ば
ら
く
前
ま
で
ど�

ん�

ど�

焼
の
後
の

灰
を
、
水
に
か
け
て
泥
に
し
、
子
供
達
が
顔
一
面
に
塗
り
、
蓑
笠
を
着

て
夜
中
に
三
々
五
々
村
の
家
を
訪
れ
る
。土
足
の
ま
ま
座
敷
に
上
っ
て
、

む
し

互
い
の
蓑
を
挘
り
合
い
、
踊
っ
て
引
上
げ
て
ゆ
く
。
こ
れ
を
「
神
様
だ
」

と
言
っ
て
、
後
に
残
っ
た
蓑
の
塵
は
、
こ
と
ご
と
く
拾
い
集
め
、
そ
れ

を
〈
福
〉
と
い
っ
て
袋
に
入
れ
て
天
井
に
吊
し
て
お
い
た
と
い
い
ま

す
。

（
中
略
）

ド
ン
ド

新
潟
県
東
頸
城
郡
松
之
山
村
で
は
、
正
月
十
五
日
サ
イ
ノ
カ
ミ
（
尊

ビ火
の
方
言
）
の
燃
え
落
ち
た
炭
火
を
、
雪
に
混
じ
て
す�

み�

汁
を
作
り
、

薬
師
如
来
に
三
度
塗
っ
て
お
祝
い
を
し
て
か
ら
、
村
人
に
「
お
目
出
度

う
お
目
出
度
う
」
と
言
っ
て
塗
っ
て
歩
く
。
塗
ら
れ
た
人
は
、
一
年
中

オ

チ

無
病
息
災
だ
と
い
う
（
略
）
の
は
灰
の
力
の
大
き
さ
、
変
若
か
え
り
の

霊
力
を
見
せ
て
お
り
ま（

５８
）す。

徒
然
草
の
本
文
が
断
片
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
以
上
の
考
察
は
本
文
か
ら
は

難
し
い
。
一
つ
の
方
向
の
可
能
性
の
み
の
結
論
と
な
っ
た
。

最
後
に
、
左
義
長
を
焼
く
時
の
は
や
し
詞
を
掲
げ
る
。

『
守
貞
漫
稿
』
に
は
、

「
ト
ン
ド
ジ
ャ
、
チ
ャ
ン
ギ
リ
コ
ジ
ャ
」
ト
報
告
シ
巡
ル
（
中
略
）

チ
ャ
ン
ギ
リ
コ
ハ
左
義
長
ノ（

５９
）訛、

『
年
中
行
事
大
成
』
に
は
、

袴
肩
衣
を
著
た
る
者
五
人
、
並
立
て
こ
れ
を
囃
し
、「
止
牟
止
也
」
と

い
ふ
、
擢
袴
著
た
る
者
一
人
、
聲
に
和
し
て
「
波
阿
」
と
云
、
其
由
縁

を
知
ら（

６０
）ず、

『
光
臺
一
覧
』
に
は
、

其
稱
言
は
、
貴
也
御
法
、
左
義
長
や
御
法
と
、
下（

６１
）略、

い
ず
れ
も
断
片
的
で
あ
り
、
徒
然
草
本
文
の
は
や
し
詞
と
の
前
後
関
係
、

及
び
場
面
の
つ
な
が
り
は
不
明
で
あ
る
。

注

（
１
）
三
木
紀
人
『
徒
然
草
（
三
）』
講
談
社
学
術
文
庫
一
九
八
二
年
三
二
五

頁

（
２
）
松
尾
聡
『
徒
然
草
全
釈
』
清
水
書
院
二
〇
〇
四
年
三
四
一
頁

（
３
）
『
角
川
古
語
大
辞
典
第
二
巻
』
平
成
十
一
年
再
版
一
五
二
頁

（
４
）
西
尾
実
・
安
良
岡
康
作
校
注
『
新
訂
徒
然
草
』
ワ
イ
ド
版
岩
波
文
庫
二

〇
〇
一
年
三
〇
七
頁

（
５
）
注
２

（
６
）
注
１

（
７
）
橘
純
一
校
注
『
徒
然
草
』
朝
日
新
聞
社
昭
和
五
十
三
年
二
二
〇
頁

（
８
）
石
上
堅
『
日
本
民
俗
語
大
辞
典
』
桜
楓
社
昭
和
五
八
年
六
二
〇
頁
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（
９
）
『
日
本
方
言
大
辞
典
上
巻
』
小
学
館
一
九
八
九
年
九
五
八
頁

（
１０
）
注
２

（
１１
）
注
８

（
１２
）
安
良
岡
康
作
『
徒
然
草
全
注
釈
下
巻
』
角
川
書
店
昭
和
四
十
三
年
二
四

四
頁

（
１３
）
武
井
豊
治
『
古
建
築
辞
典
』
理
工
学
社
一
九
九
四
年
九
八
頁

（
１４
）
『
建
築
大
辞
典
』
彰
国
社
一
九
九
三
年
六
二
六
頁

（
１５
）
小
嶋
寛
『
お
ま
つ
り
ガ
イ
ド
か
な
が
わ
』
か
も
め
文
庫
神
奈
川
新
聞
社

一
九
九
四
年
一
六
八
頁

（
１６
）
注
８
六
二
一
頁

（
１７
）
『
古
事
類
苑
天
部
歳
時
部
１
巻
』「
後
水
尾
院
當
時
年
中
行
事
」
吉
川

弘
文
館
昭
和
四
十
年
九
三
三
頁

（
１８
）
注
１７
「
禁
中
恒
例
年
中
行
事
」
九
三
四
頁

（
１９
）
注
１７
「
故
實
拾
要
」
九
三
六
頁

（
２０
）
注
１９

（
２１
）
注
１７
「
禁
中
恒
例
年
中
行
事
」
九
三
六
頁

（
２２
）
河
野
多
麻
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系

宇
津
保
物
語
一
』
岩
波
書
店

昭
和
三
四
年
四
〇
〇
頁

（
２３
）
坪
井
清
足
監
修
『
平
城
京
再
現
』
新
潮
社
と
ん
ぼ
の
本
一
九
八
五
年
三

五
頁

（
２４
）
注
１２

（
２５
）
武
田
祐
吉
校
注
『
萬
葉
集
上
巻
』
角
川
文
庫
昭
和
四
十
九
年
二
〇
三
頁

（
２６
）
大
森
志
郎
『
世
界
大
百
科
事
典
』
平
凡
社
「
打
毬
」
の
項

（
２７
）
萩
谷
朴
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成

枕
草
子
（
下
）』
新
潮
社
昭
和

五
十
二
年
一
四
頁

（
２８
）
注
７

（
２９
）
注
２

（
３０
）
注
１８

（
３１
）
三
谷
栄
一
・
峯
村
文
人
編
『
徒
然
草
解
釋
大
成
』
岩
崎
書
店
昭
和
四
十

一
年
一
〇
二
九
頁

（
３２
）
高
木
市
之
助
他
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系

平
家
物
語
上
』
岩
波
書

店
昭
和
三
四
年
三
八
一
頁

（
３３
）
梶
原
正
明
校
注
・
訳
『
日
本
古
典
文
学
全
集

義
経
記
』
小
学
館
一
九

七
一
年
五
九
頁

（
３４
）
田
辺
爵
『
徒
然
草
諸
注
集
成
』
右
文
書
院
昭
和
三
十
七
年
五
三
五
頁

（
３５
）
注
３４

（
３６
）
注
１２
二
四
三
頁

（
３７
）
注
４

（
３８
）
堀
池
春
峰
『
世
界
大
百
科
事
典
』
平
凡
社
「
御
斎
会
」
の
項

（
３９
）
山
中
裕
『
世
界
大
百
科
事
典
』
平
凡
社
「
大
元
帥
法
」
の
項

（
４０
）
注
４

（
４１
）
注
２

（
４２
）
注
１

（
４３
）
注
３４

（
４４
）
『
日
本
歴
史
地
名
大
系

第
二
七
巻

京
都
市
の
地
名
』
平
凡
社
一
九

七
九
年
八
一
三
頁

（
４５
）
柳
田
国
男
「
石
神
問
答
」『
柳
田
国
男
全
集
１５
』
ち
く
ま
文
庫
一
九
九

〇
年
一
四
〇
頁

（
４６
）
注
４４

（
４７
）
『
古
事
類
苑
宗
教
部
二
』
吉
川
弘
文
館
昭
和
四
年
二
二
四
頁

（
４８
）
川
口
久
雄
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系

菅
家
文
草

菅
家
後
集
』
岩

波
書
店
昭
和
四
一
年
六
〇
九
頁

（
４９
）
注
４４

（
５０
）
土
井
忠
夫
・
森
田
武
・
長
南
実
編
訳
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
岩
波
書
店
一

九
八
〇
年
二
五
八
頁

（
５１
）
注
５０
二
五
四
頁
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（
５２
）
両
例
と
も
『
古
事
類
苑
神
祇
部
三
』
吉
川
弘
文
館
昭
和
四
三
年
一
五
四

六
頁

（
５３
）
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典

二
六

京
都
府
上
巻
』
昭
和
五
七
年
八
〇

〇
頁

（
５４
）
『
大
漢
和
辞
典
巻
五
』
四
八
二
頁
「
放
生
池
」
の
項

（
５５
）
注
２４

（
５６
）
注
１７
「
諸
国
図
會
年
中
行
事
大
成
」
九
三
五
頁

（
５７
）
高
崎
正
秀
『
古
典
と
民
俗
学
（
下
）』
講
談
社
学
術
文
庫
昭
和
五
三
年

二
三
九
頁

（
５８
）
注
５７
二
四
〇
・
二
四
二
頁

（
５９
）
注
１７
九
四
三
頁

（
６０
）
注
１７
九
三
七
頁

（
６１
）
注
１７
九
三
七
頁（

さ
く
ら
い
や
す
ひ
さ

元
神
奈
川
県
立
高
等
学
校
長
）
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